
第 3日 

令和５年第４回会津坂下町議会定例会会議録 

 

 令和５年１２月７日から令和５年１２月１５日まで第４回定例会が町役場議場に招集され

た。 

 

  令和５年１２月１２日 午前１０時００分 

 

１．応招議員（１４名） 

1番 目 黒 克 博 2番 蓮 沼 文 明 3番 物 江 政 博 

4番 赤 城 大 地 5番 横 山 智 代 6番 渡 部 正 司 

7番 佐 藤 宗 太 8番 山 口   享 9番 青 木 美貴子 

10番 渡 部 順 子 11番 五十嵐 一 夫 12番 酒 井 育 子 

13番 小 畑 博 司 14番 水 野 孝 一   

 

２．不応招議員（０名） 

 

３．出席議員は応招議員と同じ。 

 

４．欠席議員は不応招議員と同じ。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議会事務局長 鈴 木   久  書    記 中 村 夏 実 

書    記 加 藤 秀 法    

 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名 

町    長 古 川 庄 平  副 町 長 板 橋 正 良 

教 育 長 鈴 木 茂 雄  総 務 課 長 佐 藤 銀四郎 

政策財政課長 佐 藤 秀 一  生 活 課 長 新 井 田 英 

建 設 課 長 古 川 一 夫  産 業 課 長 長谷川 裕 一 

庁舎整備課長 遠 藤 幸 喜  会計管理者 田 部 嘉 之 

教 育 課 長 上 谷 圭 一  子ども課長 五十嵐 隆 裕 

監 査 委 員 仙 波 利 郎    
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◎開議の宣告 

◎議長（水野孝一君） 

   皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。                    （開会 午前10時00分） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   本日の議事日程はお手元にお配りした議事日程（第３号）のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

◎議長（水野孝一君） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員として、12番、酒井育子君、13番、小畑博司君のお二人を指名いたし

ます。 

 

◎一般質問 

◎議長（水野孝一君） 

   日程第２、これより一般質問を行います。 

   まず、通告により、１番、目黒克博君、登壇願います。 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君）（登壇） 

   皆さん、おはようございます。１番、目黒克博です。通告に従い、一般質問を行いま

す。 

   令和５年、今年も残すところ１か月を切りました。人々は師走の月を楽しんでいるか

のように慌ただしく動き回っております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

   では、早速ですが、通告による一般質問の説明に入らせていただきます。 

   第１に、町公衆トイレの管理についてであります。 

   一つ目に、公衆トイレの仕切り板の構造見直しについて伺います。 

   様々な施設やまちづくりの中で、公衆トイレの役割と重要さの認識が現在は高まって

いると思われます。現在使用できる町が管理する公衆トイレの仕切り板についてですが、

なお、近年に設置されたトイレは省きます。過去に設置されたトイレ、特に女性トイレ

の仕切り板の下のほうの隙間があまりにも広過ぎる。施行当時は当たり前の設計であっ

たと思われますが、現在の環境では、安心して用を足せないと住民の声が上がっており

ます。要するに、盗撮、盗聴される危険性が高いということで、また防犯上にも問題が

あるのではないかということで、この質問を行います。 
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   １の２はそれに関連した質問になります。 

   第２のまちづくり計画についてであります。 

   １番、キャンプ場の計画を取り込んで活性化につなげる考えはというご質問になりま

す。 

   日本国内のキャンプ場及びキャンパー人口は増え続けております。また、国内のキャ

ンパー人口は860万人とも言われております。また、会津管内のキャンプ場も数多く設

置されていて県内外からの多くのキャンパーたちが利用しております。 

   調べてみますと、会津管内のキャンプ場だけでも約50か所以上、現在もその中でも北

塩原村が断トツ１位になっております。18か所あるそうです。南会津が13か所、続いて

会津若松が７か所といった、各市町村に設置されております。 

   当町では、会津自然の家がキャンプ場を設けておりますが、大々的には広報されてい

ないようで利用者はそれほど多くないというふうに聞いております。実は、私もキャン

パーの一人でありまして、その立場から興味があり、この質問に至ったところでありま

す。 

   第２の２番の旧糸桜里の湯ばんげの利活用は、それに絡んだものに対しての質問にな

ります。 

   第３、当町の広報拡大で町の活性化を図りましょうということで、１、「今週のしよ

うへい」の広報効果と今後の広報計画を伺う。 

   町広報の手段の一つとして、ＳＮＳで発信している「今週のしょうへい」は、定着し

たものと考えてもいいのではないでしょうか。また、他町村からは、町長の話しぶりは

愛きょうがあって面白いなど、お褒めの声もいただいております。過去にない広報活動

を高く評価すべきだと私自身思っております。今後の動画を通して期待を含め、この質

問をいたします。 

   第４、当町の防災設備についてであります。 

   一つ目、防災倉庫を地区ごとに設置する考えはないものかを伺います。 

   地域社会において、防災と消防は切り離すことのできない重要なことであることから、

各地域において災害に備えた日頃の準備と対策を本気で考えなければなりません。地域

防災力の基本は、コミュニティーの連携力だと考えています。地域のコミュニティーこ

そが大きな防災力になると考えます。連携を高め、地域を支援する体制づくりを強化し

なければならないことから、この質問をいたします。 

   以上、壇上からの質問であります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   答弁願います。 

◎町長（古川庄平君） 

   議長、町長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川町長。 
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◎町長（古川庄平君）（登壇） 

   皆様、おはようございます。 

   １番、目黒克博議員のおただしのうち、私からは、ご質問の第３の１についてお答え

いたします。 

   「今週のしょうへい」は、ＳＮＳにおいて発信している広報動画で町長や職員が出演

し、町の施策や季節の行事、イベント紹介等により、町の魅力を親しみやすく発信し、

活性化につなげていくための広報手段の一つであります。この動画は令和３年８月のス

タート以降、118回を配信し、開始１年目は800回ほどの再生回数であったものが、現在

は6,000回を超えるほどとなりました。総再生回数は18万回に到達し、動画をご覧にな

り、初めて会津坂下町に来てみたという声も聞かれ、継続的な情報発信の効果を感じて

おります。 

   今後は、情報発信の主役を拡大するよう、多くの町民の方にも出演いただき、様々な

角度から町の魅力を紹介してまいります。認知度の拡大はもちろん、より多くの方々に

ＰＲいただき、みんなで会津坂下町を活性化してまいります。 

   その他のご質問につきましては、担当課長より答弁させますので、よろしくお願いい

たします。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   皆さん、おはようございます。 

   私からは、ご質問の第１についてお答えいたします。 

   初めに、１についてお答えいたします。 

   公衆トイレにつきましては、安全・清潔・快適にご利用いただけるよう日常の管理や

清掃に努めているところであります。しかし、令和３年度に改築いたしました会津坂下

駅前トイレと立木観音トイレ、令和４年度に改築いたしました、坂下南小学校北側町営

駐車場内のみんなのトイレ以外は、昭和時代に建築されたものが多く、現在の生活様式

にそぐわない箇所が生じているものと認識しております。建設課が所管する都市公園の

トイレにつきましても同様でありまして、和式の便器やくみ取り式のトイレなど、老朽

化が著しいトイレが多く、必要に応じて修繕等で対応しているところであります。 

   その中でも、利用者の一番多いばんげひがし公園のトイレにつきましては、先月から

外壁の改修に併せ、内部の間仕切り、ドアの改修に着手したところであり、改修工事の

中で防犯性にも考慮した仕上がりとなるよう、請負業者と協議を進めているところであ

ります。 

   今後も利用者ニーズの把握に努め、誰もが安心して利用できるよう、トイレの維持管

理に努めてまいります。 
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   次に、２についてお答えいたします。 

   公衆トイレに限らず、死角のある場所においては、犯罪の発生リスクが高まることが

予想されます。そのため、防犯灯や防犯カメラなどの防犯設備の設置については、犯罪

を抑止する上で大変有効な手段の一つであると認識しております。 

   町といたしましては、防犯対策として、今年度中に駅前広場と坂下中央公園内に防犯

カメラを設置するとともに、来年度には、ばんげひがし公園内にも防犯カメラを設置い

たします。 

   設置場所については、これから協議を進めてまいりますが、引き続き、警察署をはじ

めとした関係機関と連携を図りながら、より効果的な防犯対策に努めてまいります。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   おはようございます。 

   私からは、ご質問の第２の１についてお答えいたします。 

   コロナ禍により全国的に需要が高まったアウトドアレジャーは、アフターコロナ時代

と言われる現在においても、いまだ需要は衰えず、むしろ増加の傾向にあります。豊か

な自然と景観に恵まれた本町におきましても、キャンプをはじめとするアウトドアレジ

ャーによる町の活性化は、有効な手段の一つであると認識しております。 

   町では、未利用地である旧見明山スキー場を、自然体験等ができるアウトドア施設と

して活用したいと考えており、10月７日、８日には、ファミリー層を対象とした会津坂

下町ふるさとファンキャンピングを開催し、県内外から６家族22名の参加をいただきま

した。２日目に行った座談会では、実際にキャンプをしてみての感想や他のアウトドア

施設としての可能性について、ご意見やアイデアをいただきました。 

   来年度にも同様のイベント開催を計画しており、今年度とは異なるターゲット層を対

象とし、活動エリアを拡大するなど、多種多様な意見を集約したいと考えております。

これらの意見を参考にしながら、地元住民の声も反映させ、アウトドア施設を軸とした

見明山の利活用計画を作成してまいります。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   おはようございます。私からは、ご質問の第２の２についてお答えいたします。 

   旧糸桜里の湯ばんげは、その運営経費や建物、ボイラー等の施設の更新費用の問題か
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ら、惜しまれながらも令和４年３月末をもって閉館となりました。施設の有効活用を図

るため、令和５年１月に、民間事業者が持つ創意工夫、柔軟な発想、企画力による提案

を募る公募型プロポーザル方式により、譲渡先事業者を募集しましたが、残念ながら応

募がありませんでした。 

   また、本年夏には、譲渡に興味を示していただいた首都圏で飲食店を展開する事業者

に、施設の内覧と関連資料を提供しましたが、いまだ返事をいただけていない状況であ

ります。 

   会津坂下町公共施設等総合管理計画では、本町は保有資産が多く、人口・財政規模に

見合っていないため、保有資産の圧縮を図ることとしています。前段でも申し上げまし

たが、旧糸桜里の湯は、財政上、運営、及び維持管理が困難であることを理由に廃止し

た施設であり、施設規模も大きく、その利活用には、多額の財源を必要とすることから

町が直接、運営することは考えておりません。 

   今後は、現在検討を進めている周辺の旧見明山スキー場跡地との一体的な利活用や、

キャンプをはじめとする自然体験等ができるアウトドアの一部としての活用の研究を進

めるとともに、引き続き利活用者を募集してまいります。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   おはようございます。 

   私からは、ご質問の第４の１についてお答えいたします。 

   町には７地区16か所の避難所が設置されておりますが、その避難所に防災倉庫は併設

されておりません。現在、町所有の防災倉庫は３か所で、健康管理センター敷地内と南

小学校北側の屯所及び中岩田住宅脇の屯所になります。 

   近年、自らの命は自らが守る自助はもとより、日頃からご近所との結びつきの中で協

力し合う共助の取組が必要との意識の高揚から、坂下地区の新町自治会や金上地区の村

田区と福原区は行政区単位で自主防災組織を設立し、県のコミュニティー助成事業を利

用して防災倉庫を設置しました。 

   本来はリスク分散の観点から、各行政区に自主防災組織が設立され防災倉庫が設置し

てあることが理想であるため、今後、自主防災組織の設立に向け、各コミュニティーセ

ンターの事業との連携による防災関連事業の実施をしてまいります。 

   その実施に当たっては、会津坂下町防災士連絡協議会のご協力を得ながら、一つでも

多くの行政区が自主防災組織を設立できるよう、サポートしてまいります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再質問があればお願いいたします。 
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◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   質問の順に倣って、再質問させていただきます。 

   公衆トイレに関してでございます。 

   まず、町管理のトイレの全体数の数、場所を含んで今、答弁にもありましたが、その

ほかの箇所をちょっと説明していただきたい。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   町が把握しております公衆トイレにつきましては、まず建設課所管のものが14公園に

16か所、産業課所管のものが２か所、生活課所管のものが２か所となってございます。 

   その中で、建設課所管のものの中にも、現在閉鎖中のトイレもございまして、実際オ

ープンしておりますのは、緑町公園、諏訪公園、桜ヶ丘公園、坂下中央公園、稲荷塚公

園、牛沢公園、鶴沼緑地公園には３か所ありますが、現在開いておりますのは、緑地公

園のテニスコート脇にあるトイレになります。それから、塔寺山いこいの森公園、福原

公園、花ちゃん公園、失礼しました、福原公園、花ちゃん公園は現在閉鎖中でございま

す。川西公園、ばんげひがし公園、しんとみふれあい公園がございます。 

   産業課所管のものは、立木観音トイレ、それから糸桜農村公園。生活課所管のものは、

会津坂下駅前トイレとみんなのトイレとなってございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   町公衆トイレの現在の管理状況を、その中でも詳細をお聞きしたいんですが、答弁に

もありましたが、それに付随した説明をお願いしたいです。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 
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◎建設課長（古川一夫君） 

   基本的な維持管理につきましては、旧町内に設置してあります公衆トイレは、ほぼほ

ぼシルバー人材センターさんにその維持管理を委託しているところであります。それ以

外の集落等々にあります公園等につきましては、各行政区なり老人クラブさんなりに、

その管理を委託しているところであります。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   その中で最も質問の本題に入りますが、私が聞いているところによりますと、昭和時

代に設置されたトイレに対する質問でありますが、先だってちょっと視察はさせてもら

ったんですけど、ひがし公園、あと球場の公園、仕切り板がありますよね。その仕切り

板の下の部分があまりにも広過ぎる。やっぱり男性もそうでしょうけども、女性にとっ

ては本当にやりづらい、しづらいというような声が上がっておりますので、それに対し

ての問題点ということになります。これに対して、以前から町は把握はしていられたと

は思いますが、今後の対応策というか、それをお聞きいたします。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   全てのトイレを確認したわけではございませんが、確認できた中で、議員おただしの

間仕切り板の隙間、３センチからおおむね10センチの箇所が５か所ほどございました。

一番利用の多いひがし公園については先ほどの答弁にあったとおり、現在、壁等々改修

中でございますので、その中で少しでも隙間を埋めるような対策を講じてまいりたいと

いうふうに考えてございますし、それ以外のトイレにつきましても、順次、そのような

形で修繕を図ってまいりたいと考えてございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   ひがし公園に関しては修繕ということで今、閉鎖されておるのは確認いたしました。 

   この冬期間の使用に関しては、多分閉鎖される箇所があるというふうに見ております
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が、冬期間の閉鎖されるトイレに関しては何か所ぐらいありますか。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   どうしても冬期間になりますと、凍結による漏水等々が発生しやすい状況になります

ので、基本的には全てのトイレを閉鎖する予定でございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   その閉鎖される期間はいつからいつまででしょう。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   既に先月末の時点で水道の閉栓をしてございますので、これから降雪期を迎えるに当

たって、何日からというのは個別にちょっと日にちは変わるかもしれませんが、当然、

雪が解けるまでというようなことでオープンするのは３月下旬を予定しているところで

あります。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   特にひがし公園のトイレは、利用ニーズが高いということであります。住民へのサー

ビスの面で増設というのは考えておりますか。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 
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   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   今のところ、増設までは考えてございません。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   一番冬期間は、やっぱり、だから用を足せないということで不便を感じるのかなとい

うのを思います。特に女性専用トイレということで男性も含めてなんですけども、町の

一環として女性トイレ並び男性トイレを含んで会津管内で一番きれいなトイレだよとい

う自慢のできる公衆トイレを町では考えませんかということで。 

 

◎建設課長（古川一夫君） 

   議長、建設課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川建設課長。 

◎建設課長（古川一夫君） 

   いろんな考えがあろうかと思います。当然、清潔感のあるようなトイレ、あとはデザ

イン的な部分も含めて訪れた方が利用しやすいようなトイレになれば、当然、町のＰＲ

も兼ねてかなり集客数に影響を与えるものだと考えておりますので、その辺は他の市町

村の公衆トイレなどを参考にしながら、今後ちょっと研究をさせていただきたいという

ふうに考えてございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   例を挙げますと、道の駅なんですけど、過去に西会津町のトイレ、福島県内でも一番

きれいな使い心地のいいトイレという評価をもらっているというふうに聞かれておりま

す。町の、私から見るには、トイレこそ本当に町の玄関、入り口じゃないのか。要する

に、皆さんが快く用を足していただくには、やっぱりトイレが一番というふうに考えて

いますので、この辺に対して、いろいろ町のほうで検討していただいて、よいトイレづ

くりに取り入れていただきたいというふうに思います。 

   私の要望としては、町の公衆トイレの点検、改善、早急に実施していただきたいとい

うのが私の思いでありますので、どうぞ早々お願いしたいというふうに思います。 
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   ２番に入ります。防犯設備等の機器取付けの考えはということで、答弁にもいただき

ました。全く今まではそういう危機管理にさらされていなかったということで、これか

らの時代というか、もう始まっているかと思いますが、もう防犯に対してはかなり真剣

に取り組まなきゃいけないなというふうに思うところでございます。防犯カメラの取付

け、設置については本当にこれはありがたいことだと住民の方が一番思うところじゃな

いかなと思います。もっと懸念されるところは死角に入るトイレは特にお願いしたいな

と。私が見るところによると、やっぱり球場のトイレはかなり死角に入るような気もし

ます。ひがしトイレとか、あの辺はかなり交通量も多いので、心配なところもあります

が、そういうところにやっぱり防犯カメラ及びそういう設置等をお願いしていただけれ

ばというふうに思いますので、その辺の点検ももう一度やっていただければなというふ

うに思います。 

   以上をもってこの質問は終わります。 

   第２のまちづくり計画についての質問に入ります。 

   以前、産業課長のほうとちょっとお話しさせていただいたことがあるんですが、東京

のキャンプ場の話についてでございますが、答弁にもありましたように、現在進行形と

いうことで確認させてもらいました。その中で、今までいろんな方に来ていただいて検

証されているとは思いますが、その応募者はどういう関連の人か、また地域別にどうい

う方なのか、ちょっとお聞きします。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   答弁にもありましたとおり、ファンキャンピングということで様々な方々のご意見を

お聞きしたい、アイデアを頂戴したいということでの取組でございました。 

   先ほど申し上げたとおり、６家族22名というような第１回目の参加者の選考につきま

しては、この事業の企画なり参加者の募集なり、あるいは取ったデータの分析なり、一

連のこの調査の事業をパシュートという、とある会社に委託をしてございます。そうい

った専門の会社に委託をしてございます。当然、予算の際も若干触れさせていただき、

議決をいただいたわけなんですけれども、そちらに委託をしまして、この企画運営、参

加者の募集等、専門のプロの方々にお願いをし、今回はファミリー層対象、なおかつキ

ャンプとアウトドア、キャンプというものにある程度ご興味があり、そういったことが

ご自分たちでテントを張ったり設営ができるというような方々にお集まりをいただきま

した。 

   以上です。 

 

◎１番（目黒克博君） 
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   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   私もキャンパーの一人であります。各キャンプ場に行ってソロキャンプというか、そ

ういうのをやっております。やっぱり場所によってはよしあしがありますが、やっぱり

条件のそろったところというのは何なのかということを考えるんであれば、やっぱり温

泉設備が整っているところ、あとトイレ、あとは洗面所、シンク等ですか、あとは、も

っと大事なのは周辺の水環境ですよね。要するに山とか川とか海とか、そういう周辺の

環境がやっぱりキャンプ場を左右する。これもオートキャンプも含めてでございますが。 

   そんな中で、私はこのキャンプ場に行きながら、収集をさせていただいております。

その中で、これからの計画に関してはやっぱり専門家ですね。数多いキャンプ場のある

北塩原村にちょっと問い合わせてみました。仕事を行うのはちょっと厳しいであろうと

いうことで、やっぱりイベント会社に相談したほうがいいのではないかというようなご

回答をいただきました。これは金銭的にもかなりかかることだと思いますが、今どこの

メーカーとは言えませんか、その相談先は。大丈夫ですか。その相談されているメーカ

ーさん、委託先は可能ですか。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   例えばなんですが、今話題に上がっています見明山の旧スキー場をどのような目的で

どういうふうにしていくのかということは、まだ決定項ではございません。どのように

活用していくのがふさわしいのかということで調査をしている段階ではございますが、

その調査の手法として、様々な方々をお招きしてご意見を頂戴するという取組におきま

しては、株式会社パシュートという会社に委託をしてございます。これは、使用目的が

定まり、どのように整備し、どのように運営していくのかということはまた別問題でご

ざいますので、現状におきましてお世話になっているのは株式会社パシュートという会

社でございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   大変失礼いたしました。 
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   日本で代表するアウトドアで活躍しているメーカーさん、いっぱいあります。やっぱ

りそういうところに相談するのが一番というふうに私は個人的には考えますが。 

   見明山のスキー場、これは全体像としてスキー場も兼ねてだと思いますが、糸桜里の

湯、先ほど答弁にもありましたけれども、それに関連してキャンパーさんに聞いたとこ

ろによりますと、最低でも足湯は欲しい、シャワーが欲しい、この二つです。ですから、

その辺の設置が可能であれば、もっともっとキャンパーの方たちは足を運んでいただけ

るというふうに感じております。その辺はいかがでしょうか。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議員おただしのとおりでございます。ソロキャンパーなど不便さを趣とするような

方々もいらっしゃる中で、やはり最低でも水回り、そしてできればシャワーなどがあれ

ば最高だというようなことは様々な方からお聞きしていますし、私なりに勉強した中で

もそういったものが完備されている施設が多いなというふうに考えております。 

   見明山に狙いを定めて今調査をしていますけれども、そこに今のところそういった入

浴施設といいますか、簡易的なシャワーも含めてなんですが、新たに整備していくとい

うところまでの計画は現在はございません。ただ、今後、どのような目的で利用してい

くかによっては、そういったことも考えていかなければならないというふうには考えて

おります。 

   現状としては、例えば松林閣であったり、ちょっと遠うございますが洲走の湯などと

いうところで日帰り温泉的に入浴していただくというようなことで、この間お招きした

方々も松林閣で入浴をしていただいたという現状でございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   キャンパーさんはいろいろありまして、ファミリーの方が来たらやっぱり入浴も要望

されます。また逆に、ソロキャンパーの方はそのキャンプ場の不便さを楽しんでいると

いう方もいらっしゃいますので、その辺の兼ね合いだと思います。 

   一応参考にもう一点だけお話しさせていただきます。田村郡の三春町では24年度に山

へのレジャー施設としてキャンプ場を開業する予定になっているそうです。その内訳と

して、町が拠点とする施設を建設する、メーカーさんが運営するということで、これも

地元の方たちはすごく楽しみだと、我々も楽しみの一つとして捉えていますので、今後、
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町のレジャー施設として早々に皆さんで研究していただいて設置していただければ、こ

の坂下町のイメージも高まるのではないかということで、この質問を終わりたいと思い

ます。 

   次、「今週のしょうへい」についての広報効果と今後の広報計画を伺うであります。

いいですか。続けて入っちゃっていいですか。 

   町長に質問いたします。「今週のしょうへい」の情報の動画を上げるきっかけという

のは何だったでしょうか。 

 

◎町長（古川庄平君） 

   議長、町長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川町長。 

◎町長（古川庄平君） 

   ありがとうございます。 

   私も町長に就任するやいなや、若い方とちょっとお話ししたことがありました。そん

な中でホームページの話がありました。ホームページが、何だって長年変わってねえな

とかいろいろと話がありました。そんな中で、今はホームページよりＹｏｕＴｕｂｅと

かＳＮＳだよという話がありました。それで、私もそのＹｏｕＴｕｂｅとかＳＮＳとか

いうのが名前は聞いたことあるけど果たしてどんなものなのか、そっちのほうは疎いん

で、スマホは持っていても、電話来たら出る、かける、そのくらいなので、そっちのほ

うはちょっと疎いんで、役場で総務課長に相談して、そんな話を聞いただげんじょと言

ったら、いや、役場の若い職員も今までそういうことをやりたくていたんだというよう

な話があって、話も一致したから、それで動画で発信することをやりましょうかとなっ

て始まったというのが始まりだと私は記憶しております。 

   それで、やっぱり最初はすごい恥ずかしかったです。どんな顔をしてやったらいいの

か、笑っていいのか、緊張して引きつった顔でいいのか、それを言うと吉本興業になる

しかねのかなと、冗談でもそんなことを言った記憶もありますが、今になってみると、

118回も重ねてきたんで、恥ずかしいというよりは自分の姿、自然体でそのままで動画

を撮ってもらって発信するのが一番かなという思いで、今は自然体で臨んでいます。そ

れが最初でした。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   きっかけは本当に十分に分かりました。 

   動画発信の検証として、答弁にもいただきました、現在の総再生回数が18万回、いや、
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これは本当にすばらしいと思います。そんな中で動画を見て初めて坂下町に来たという

方、これも情報発信の効果だというふうに思いますし、本当にすばらしいことだと思い

ます。私もこの動画を拝見して２年近くなるんですかね、当初はあか抜けしねえ動画だ

なと思ってはいたんです。 

   しかし、現在を見てみると、見る側の心をつかむかのように温かい動画になっていま

す。今後もそういう動画を継続で発信していただくと思いますが、そこで、答弁にもい

ただきましたが、この情報発信をする動画を継続として、今こうしたい、ああしたいと

いう思いはあると思いますが、今、町長のその動画に対する思いですか、答弁のほかの

思いです、答弁いただいたこの思いをちょっと説明を伺いたいと思います。 

 

◎町長（古川庄平君） 

   議長、町長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川町長。 

◎町長（古川庄平君） 

   お褒めの言葉をいただいたりして本当にありがとうございます。 

   思いなんですが、今、こうして先ほども答弁したとおり、そのアップしたときは

6,000回も超えるフォローもあると、またトータル18万回だと聞かされると、いや、本

当に、継続は力なりという言葉がありますが、継続していくことがこんなふうになって

くるのかなと改めて自分でも思っています。それで、今後も休むことなく、これは継続

していきたいというふうにも思います。 

   ただ、いかんせん我々が出演するようなネタを探すのも大変です、実際は。私よりや

ってくれる職員の方も本当に大変だと思っています。そんな中では、いろいろ意見を出

し合って、今回はこうしますか、ああしますかといろいろ相談しながらやっているんで

すが、今度は、先ほど答弁したように、議員の皆様にも町民の皆様にもぜひそこに映っ

ていただいて、みんなで坂下をＰＲしていったらというふうにも思います。今までも若

干はそういう場面もあったかとは思いますが、これからますますそんな場面を増やしな

がら発信していきたいというふうに思います。 

   町長をさせていただいている限りは、続けていきたいというふうに思っています。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   頼もしい回答でございます。ありがとうございます。 

   確かに継続は力なりでございます。坂下町の活性化のために、また、町の魅力を発信

し続ける意味でも継続していただきたい。その際には私をお呼びいただければ、売名行
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為にならない程度で。これに対してはとにかく皆様の思いも同じだと思いますので、ど

うぞ皆さんのご協力のほどをお願いしたいと思います。この質問はこれで終わります。 

   第４の当町の防災設備についてを質問いたします。 

   再質問になりますが、坂下町は７地区で構成されております。町防災マップの記載を

参考にするのであれば、17か所の避難所が設置されておるということであります。また、

答弁にもいただいた町所有の防災倉庫は３か所設置されておる。その際に、やはり災害

時に避難される場所には、最低でも避難の用具、用品が求められますが、これに対して

町の考えをお聞きします。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議員おただしのとおり、避難所には防災用品等々が常備されているのが理想というふ

うに考えてございます。一部、避難所に指定されたところに防災用品を分散している備

品等も現在ございますが、それらを計画的に、避難される方々の人数であったり、身体

的な様々な方々がいらっしゃいますので、それらに合わせた整備がなされていないのも

現状でございますので、今後は避難所、または一時的にコミュニティーセンターに集ま

ることもありますので、それらの施設にはある一定数の防災用品、あと、防災の様々な

非常食であったり備品等については分散し、配備をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   早々にお願いできればというふうに思っておりますので。 

   各行政区にはコミセンがございます。最低でも７地区のコミセンが設置、活用してお

ります。防災倉庫の設置をするのが手っ取り早いのがそのコミセンではないかというふ

うに考えておりますが、その併用について町の考えをお願いしたいと思います。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 
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   今おただしのとおり、坂下地区には７地区のコミュニティーセンターがございます。

坂下地区だけが東分庁舎ということで役場と併設になってございますが、それを除く６

地区につきましてはコミュニティーセンターが独立してございます。それらのコミュニ

ティーセンターに備品等を設置する倉庫については、早急に整備を計画し進めていきた

いというふうに考えてございます。また、新たに庁舎を建設する際には、防災倉庫の在

り方、集中管理、分散型、あとは集中管理をして配送型、様々な考え方の中で決定をし

てまいりたいというふうに思っておりますが、必要最低限の防災用備品等についてはコ

ミュニティーセンターに倉庫を配備したいというふうに考えてございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   そこで、住民の意識の問題というか、意識を高めてもらうために各地区では自主防災

組織というのがございます。答弁にもありましたが、坂下地区では３行政区が組織の設

立をしているということでご回答をいただきました。そこには防災倉庫を設置されてい

るというのが多分あるかと思います。ありますね。 

   自主防災組織の設立については、やはりまだまだ各地区足りない、本来であれば全行

政区にやっていただきたいというふうに思いますが、これは町主導で助成金事業を含め

た説明会というのはやっていただけないんでしょうか。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   各行政区での防災組織の立ち上げ並びに防災倉庫の設置等々につきましては、今現在、

いわゆる防災組織の活動の始まりとしまして、仲町並びに新富町において防災に関する

座談会を開催し、一部地域の危険箇所の見回りであったり、初期活動の訓練などもして

ございます。反対にハード面の整備としましては、今年度、上金沢区、来年度、大村区

で防災倉庫の設置をしていく予定となってございます。 

   ハードが先かソフトが先かにもよりますが、様々な観点の中で地域の中で防災につい

て話し合うきっかけ、機会につきましては、来年度、コミュニティーセンター事業の中

でお願いをしながら実施していくというのがまず初期段階。また、それらの活動を各行

政区のほうまでお願いしていくということにつきましては、区長・自治会長会を通して

ご説明を申し上げていきたいというふうに思います。また、先ほどあったとおり、防災

倉庫の設置についての情報につきましては、常に区長・自治会町会の総会の際に町のほ



 17 / 第 3日 

うからお伝えし、希望調査をさせていただいているところでございます。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   この事業に対しては、待つのではなく攻撃型でやっていくのがやっぱり一番適切では

ないのかなというふうに考えておりますんで、まず、各行政区にサポートのほうをよろ

しくお願いしたいというふうに考えています。 

   組織をつくるには、基本的に地縁団体の登録が必要だったという。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   自主防災組織の設置につきましては、特段、地縁団体の設置については、義務化はし

てございません。 

 

◎１番（目黒克博君） 

   議長、１番。 

◎議長（水野孝一君） 

   １番、目黒克博君。 

◎１番（目黒克博君） 

   ありがとうございました。 

   今後とも、防災に対しての取組を、町全体で住民の安心・安全を図るためにもひとつ

積極的に進めていってほしいというふうに思います。 

   これで一般質問を終わります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   これをもって、目黒克博君の一般質問を終結いたします。 

   次に、通告により、７番、佐藤宗太君、登壇願います。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君）（登壇） 
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   おはようございます。７番、佐藤宗太でございます。通告の順に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

   古川町長は、令和５年度を新しいまちづくり元年と位置づけ、町ホームページでは新

しいまちづくり元年の進め方として、町民の方々に参画していただく「10年後、20年後

の会津坂下町を考える会（仮）」での中心市街地にぎわい創出についての検討や都市マ

スタープラン議論も開始し、第六次会津坂下町振興計画後期基本計画において描かれる

将来の会津坂下町のグランドデザインの中で、庁舎の在り方について明らかにしてまい

りますと示されております。また、令和５年７月10日付の新庁舎建設だよりでは、令和

６年９月議会定例会、第六次会津坂下町振興計画後期計画基本計画の素案の提出、庁舎

建設位置の決定をするとしております。 

   令和６年までの、令和元年９月策定、令和５年２月改定の会津坂下町財政健全化アク

ションプランにおきましては、７ページで、２、歳出の抑制ということで起債の抑制を

挙げられ、令和６年度までの財政健全化重点期間は引き続き臨時財政対策債及び災害発

生等の特段の事情を除き起債の上限を２億円とし、事業の調整を図りますと示し、適切

に取り組まれております。次年度以降では、令和６年度、県有地取得２億2,500万円、

令和７年度、国営かんがい排水事業負担金南部地区２億3,750万円、令和８年度、新庁

舎建設18億7,500万円、令和９年度、現役場庁舎周辺跡地利用活用整備８億円が財政健

全化アクションプランでは策定されております。 

   そこで、第１、次年度予算編成についてでございますが、１、次年度の最重要施策の

考え方は。 

   ２、古川町長は令和５年度を「新しいまちづくり元年」と位置づけられましたが、新

しいまちづくり２年目の予算の考え方は。 

   ３、令和６年度までを財政健全化最重点期間と位置づけている中で、財政健全化の現

状と今後の取組をどのように考えているのか、おただしをいたします。 

   次に、第２、まちづくりについてでございますが、平成23年に第五次会津坂下町振興

計画を住民と行政の協働により策定し、コミュニティーセンター単位に地域振興と課題

解決を図る協働による地域づくりを推進してきましたが、その計画期間も令和元年度を

もって終了し、令和２年度に策定された第六次会津坂下町振興計画では、基本コンセプ

トを「人口が減少しても活力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なま

ち」を目指すとして策定されました。 

   第五次会津坂下町振興計画では、協働による地域づくりを推進してきましたが、コミ

ュニティーセンター運営がＮＩＶＯから町直轄になるなど、人口減少や少子高齢化の進

行に伴う社会的課題、地球温暖化による環境問題、地域における担い手不足など、その

課題は急速に変化し新たな課題が生じてきており、協働による地域づくりの課題があら

わになってきました。このような状況下においても、「人口が減少しても活力があり、

町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち」を実現することは、これからのま

ちづくりには私も重要だと認識をしておりますが、これまでの成果と今後の課題を踏ま

え、目指すべき将来像を掲げていただきたいと切に望むものであります。 
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   また、当町の貴重な資源を有効に活用したり、当町の活性化に欠かせない企業誘致に

ついて、おただしや提案をさせていただくものでございます。 

   第２、まちづくりについて。 

   １、第六次会津坂下町振興計画後期計画が次年度策定されるが、まちづくりにおける

優先順位は。 

   ２、旧糸桜里の湯並びにスキー場の利活用の考え方は。 

   ３、ホテル等宿泊施設の誘致は、インバウンドを含めた旅行者の滞在時間の延伸につ

ながることから、中心市町地活性化や地場産品の地元での消費などにつながり、まちづ

くりに欠かせない当町の課題であると私は考えるが、当町の考えは、についておただし

いたします。 

   次に、第３、農業行政についてですが、農業従事者の皆様からは、圃場の整備、収益

性の高い園芸作物への転換への必要性の声が少なくない現状でございます。また、人口

減少、消費量減少傾向の中で、海外を含む販路拡大に取り組んでいただきたいとの声も

少なくありません。そこで、当町の見解についておただしをするものです。 

   第３、農業行政について。 

   １、当町が目指す地域農業再生とはどのようなものか。 

   ２、当町には全国的に知名度がある食品加工企業があり、また、福島県農業総合セン

ター会津地域研究所や福島県立会津農林高等学校などがあり、産学官連携を推進、促進

していくべきだと私は考えるが、当町の考えは。 

   ３、当町には誇れるべき農産物・加工品等がたくさんあり、海外を含めた販路拡大促

進をすべきと私は考えるが、当町の考えは、についておただしをいたします。 

   次に、第４、教育行政についてでございますが、第六次会津坂下町振興計画14ページ

では「自ら学び、学び合う人づくり」と掲げ、子育て支援、地域との連携、そして学力

向上とございますが、学力向上ではグローバル化に対応するため、情報教育の充実や国

際感覚の育成により学力と教養を身につけることが必要です。また、スマートフォン等

に依存する傾向が強まり、家庭学習の時間が十分確保できていない等の問題や学習意欲

の低下も懸念されますと示されております。 

   グローバル化社会におきましては、多文化を理解することは日本との違いを知ること

になり、また、日本の魅力の再発見にもつながることでございます。海外で見聞を広め

ることはグローバル化に対応するきっかけとして最良の方法だと私は考えますが、当町

の考えはいかがでしょうか。 

   また、第六次会津坂下町振興計画19ページにおける「地域を学ぶ活動の推進」におき

ましては、地域への誇りと愛着心を育てる教育と示されております。生まれ育った地域

に住み、住み続けたいと思える誇りと愛着心を育てることを施策の狙いとしております

と示されております。その中で、郷土学習副読本活用事業や学校給食センター運営事業

があり、私も地域への愛着心を育むことも重要だと考えております。 

   また、そのほかにも会津坂下町教育委員会顕彰表彰や会津坂下町体育協会表彰も、文

化向上並びに教育の振興発展に貢献し、その功績が顕著である者に対して行う表彰であ
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りますが、愛着心を育むことにとてもすばらしい事業だと私は感じております。 

   そこで、会津坂下町教育委員会顕彰表彰でございますが、現在は町民または町内に在

籍する団体ということになっておりますが、昨今、坂下町では高校生でも県外に行って

活躍している子、また大学生でも全国的に活躍している生徒などがございますので、ぜ

ひその枠を超えて私たち坂下出身の子供たちを応援するようなことができないか、ぜひ

地域の宝として表彰をしていただきたいということを切に望むものでございます。 

   そこで、第４、教育行政について。 

   １、生徒の見聞を広めるために短期留学制度を創設すべきと思うが、当町の考えは。 

   ２、当町により愛着を持っていただけるよう多種多様な分野で活躍している当町出身

の学生を表彰すべきと思うが、当町の考えは、についておただしをいたします。 

   以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   休憩のため休議といたします。                （午前11時02分） 

   再開を11時15分といたします。 

 

（休議） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再開いたします。                      （午前11時15分） 

   答弁願います。 

◎町長（古川庄平君） 

   議長、町長。 

◎議長（水野孝一君） 

   古川町長。 

◎町長（古川庄平君）（登壇） 

   ７番、佐藤宗太議員のおただしのうち、私からはご質問の第１の１についてお答えい

たします。 

   町の人口は、急激に進行する少子高齢化により、昭和35年をピークに減少の一途をた

どっており、地域経済の規模の縮小や若年層の流出に伴う地域における担い手不足など

の問題が徐々に顕在化してきております。そのような状況に歯止めをかけるため、国や

県の補助金、過疎対策事業債などの有利な財源を有効に活用しながら人口減少を抑制す

る方策に取り組んでまいりました。 

   次年度におきましても令和４年度から最重要施策に位置づけている過疎対策を継続し

て、町の最重要施策として、交流人口対策、関係人口対策、定住人口対策、少子化対策

の四つの人口対策をより強固なものにすべく施策を推進してまいります。特に少子化対

策では、児童福祉と母子保健の機能を併せ持つ会津坂下町こども家庭センターの本格運

用を開始することにより、全ての妊産婦から子育て世代までの支援体制を一体化し、子
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供を安心して産み育てる環境を整備してまいります。 

   令和６年度は、会津坂下町第六次振興計画前期基本計画の最終年度となりますが、今

後も財政状況を考慮しながら、第六次振興計画の基本コンセプトである「人口が減少し

ても活力があり、町民一人ひとりが生きがいを持てる持続可能なまち」の実現を目指し

てまいります。 

   その他のご質問につきましては、担当課長より答弁させますので、よろしくお願いい

たします。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   私からは、ご質問の第１の２・３及び第２の１と２についてお答えをいたします。 

   初めに、第１の２についてお答えいたします。 

   新しいまちづくり元年と位置づけられた令和５年度は、将来にわたり住み続けたいと

感じられるまちづくりを実現するため、人口対策を中心に、子育てや教育、産業・商工

業の振興のほか、地域経済の活性化を支援する予算編成でありました。新しいまちづく

り２年目となる令和６年度は、第六次会津坂下町振興計画前期計画の最終年度でありま

す。振興計画に掲げる最重点事業である過疎対策をはじめ、各種施策の実施と国・県等

の動向を注視しつつ物価高騰等の社会情勢に対応してまいります。 

   次に、３についてお答えいたします。 

   財政健全化につきましては、令和６年度までを財政健全化最重点期間と位置づけ、財

政健全化アクションプランに基づき取り組んでいるところであります。令和４年度決算

では、実質公債費比率や将来負担費比率は減少し、実質単年度収支は黒字化が図られ、

財政調整基金等や行政センター建設整備基金残高が増加するなど、財政健全化は着実に

進捗をしております。 

   しかしながら、目標としていた標準財政規模に対する財政調整基金残高比率は、10％

は維持しているものの県内町村では最下位であり、全国規模で多発している自然災害な

ど予期しない有事に備えるため、さらに積立てを行う必要があります。人口減少等によ

り税収の大幅な増収は見込めず、交付税の減少も見込まれますが、財源確保に当たって

は、引き続き町税の徴収率の維持を図るとともに、ふるさと納税のＰＲ等により自主財

源の確保に努めてまいります。なお、ふるさと納税につきましては財務省が一般財源に

変更することを提案しておりますので、今後、動向を注視してまいります。 

   財政健全化の取組としましては、当初予算と並行して作成する10年間の財政シミュレ

ーションに基づき、町民のための施策を限られた財源の中で効果的・効率的に執行し、

持続可能な行政運営を図ってまいります。 

   次に、第２の１についてお答えいたします。 
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   本町の振興計画は、基本構想、基本計画、地域づくり計画及び実施計画で構成されて

おり、第六次会津坂下町振興計画では「人口が減少しても活力があり、町民一人ひとり

が生きがいを持てる持続可能なまちを目指して」を基本コンセプトとし、基本構想に掲

げる四つのまちづくりの目標を達成するため、「ひとづくり」「くらしづくり」「しご

とづくり」「しくみづくり」を政策の柱に位置づけております。 

   今後、第六次会津坂下町振興計画後期基本計画の策定を進めるに当たっては、第六次

会津坂下町振興計画に掲げた基本理念や基本構想を継承しつつ、前期基本計画の検証結

果と社会情勢の変化を踏まえ、政策を実現するための施策内容をより深めてまいります。 

   また、振興計画は町民のための計画であり、まちづくりの主役は町民であることから、

多くの町民の意見を施策に取り入れ、町民が求めるまちづくりを協働により進めていく

必要があると考えております。そのため、後期基本計画の策定に当たりましては、町民

アンケート等による各種施策に関する評価や意見などの聴取を実施する予定です。さら

に、子育て、教育、福祉、農業、商工業などの施策ごとの検討においては、それぞれの

分野に携わっている皆様との意見交換等も実施してまいります。 

   このような計画策定の段階において明らかになる町の課題や町民の意見などから施策

の優先順位を決定し、将来にわたり町民が住み続けたいと思える持続可能なまちづくり

の実現に向けた計画を策定してまいります。 

   次に、２についてお答えいたします。 

   初めに、旧糸桜里の湯坂下につきましては、運営経費や建物、ボイラー等の設備の更

新費用などの財政上の問題から、令和４年３月末をもって閉館し、普通財産として管理

をしております。施設の譲渡による有効活用を図るため、令和５年１月に公募型プロポ

ーザル方式により事業者を募集いたしましたが、残念ながら応募はありませんでした。

また、本年夏には首都圏で飲食店を展開する事業者に施設の内覧と関連資料を提供いた

しましたが、いまだ返事をいただけていない状況であります。 

   人口減少が進む中で、今までとおり公共施設を維持していくことは難しく、会津坂下

町公共施設等総合管理計画では、保有資産の圧縮を図ることとしております。糸桜里の

湯は、さらに財政上の理由から廃止した施設であるため、町が直接運営及び利活用する

ことは考えておりません。今後は、旧見明山スキー場跡地と一体的に利活用するなど、

引き続き広く利活用者を募集してまいります。 

   次に、見明山スキー場の利活用につきまして、現在、全国的にも需要の高まりを見せ

るキャンプなどのアウトドアレジャーは、豊かな自然と景観に恵まれた本町におきまし

ても有効な利活用手段の一つであり、町の活性化につながるものと認識をしております。

そこで、町ではアウトドア施設としての利活用を検討するため、本年10月にファミリー

層を対象とした「会津坂下町ふるさとファンキャンピング」を開催し、県内外から多く

の参加をいただき、キャンプの感想や他のアウトドア施設としての可能性についてご意

見やアイデアをいただきました。来年度は、今年度とは異なるターゲット層を対象とし

た同様のイベントを計画し、さらに活動エリアを拡大するなど多種多様な意見を集約し

たいと考えております。 
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   これらの意見を参考にしながら地域住民の声も反映させ、アウトドア施設を軸とした

見明山の利活用計画を作成し、有効活用に向けて進めてまいります。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   私からは、ご質問の第２の３及び第３についてお答えいたします。 

   本町を訪れる方々に、豊かな自然と景観、歴史的な史跡・遺跡、寺社仏閣等の観光資

源、そして我が町が誇る食の魅力を味わっていただくためには町内に宿泊していただき

滞在時間の延伸を図ることが必要であると考えており、その方法の一つである宿泊施設

の誘致は、町のにぎわい創出に欠かせない重要な課題であると認識しております。 

   これまで会津会や会津坂下会、報道関係者等から宿泊業関係者のご紹介をいただき、

宿泊施設の誘致に向けて協議を行ってまいりました。本年度は、宿泊業者等３社をご紹

介いただき、そのうち町にご興味をお持ちの２社との協議・交渉を進めております。 

   町といたしましては、宿泊施設の候補地についての情報提供と企業誘致に関する補助

事業の整備を行い、宿泊業者が本町へ進出する後押しをしてまいりたいと考えておりま

す。 

   次に、第３の１から３についてお答えいたします。 

   初めに、第３の１についてお答えいたします。 

   本町農業を取り巻く環境は、農産物価格の低迷や物価高騰、不安定な気候変動による

品質低下による所得の減少など、大きな打撃を受けており、将来にわたる農業経営継続

への不安感が農業者の意欲低下につながり、地域経済へも大きな影響を与えております。

さらに、後継者不足による農業従事者の高齢化や担い手不足が進み、農業を介した集落

コミュニティーの維持にも影響が出ていることから、地域農業を再生させ、持続可能で

やりがいと魅力ある産業として確立させるためには、このような課題に重点的に取り組

んでいくことが極めて重要であると認識しております。 

   地域農業再生の具体的な取組としましては、スマート農業の推進、次世代を担う農業

者の育成・確保、集落コミュニティーの活性化の三つが考えられます。 

   一つ目のスマート農業の推進は、農作業の省力化、労力軽減が図られるとともに、低

コスト化による農業所得の確保にもつながるものと考えておりますので、技術の導入や

普及、高齢農業者などからの作業受託体制の整備を積極的に進め、生産現場におけるさ

らなる意欲向上と活性化につなげてまいります。 

   二つ目の次世代を担う農業者の育成・確保は、町農業の存続に関わる最重要課題であ

りますので、新規就農者を含め農業者一人一人が目指す農業経営の方向性や思いを共有

し、農業経営の安定や発展に必要な最大限の支援を展開してまいります。また、地域お

こし協力隊制度や特定地域づくり事業協同組合制度等を活用しながら受入体制の整備や



 24 / 第 3日 

技術の指導、相談体制の強化を図り、多様な担い手の育成確保に取り組んでまいります。 

   三つ目の集落コミュニティーの活性化は、本町農業の基盤である集落農業の維持・発

展、さらには農業、農地が持つ多面的機能の維持に必要不可欠な取組でありますので、

地域計画を策定する中で集落の現状や課題について話し合い、集落農業の将来像を描き

ながら、目標の実現に向けた取組を集落住民とともに進めてまいります。 

   このような取組を重点的に進めるとともに、様々な取組を積極的かつ継続的に展開し、

地域農業の再生につなげてまいります。 

   次に、第３の２についてお答えいたします。 

   本町は、農業に関連する会津坂下農業普及所や会津地域研究所、会津農林高等学校、

さらには様々な製造業者が立地する恵まれた地域であり、これまでも連携を図りながら

スマート農業の実証試験や農産物加工品の開発、軽トラ市の合同開催などの取組を行っ

てまいりました。 

   しかし、本町農業の課題解決には、これまでの連携に加え、成熟した経験や技術を持

つ企業との連携も必要であると考えており、新たな技術研究や技術力強化、商品開発な

どが町農業の持続とさらなる発展につながるものと考えておりますので、先進事例を参

考にしながらさらなる発展的な連携を促進してまいります。 

   次に、第３の３についてお答えいたします。 

   近年の食を取り巻く環境は、社会環境や生活様式の変化に伴い、国民の食に対する価

値観やライフスタイルが多様化する中で、加工食品等へのニーズの高まりとともに、主

食用米の全国需要量は毎年約10万トンずつ減少しており、今後もこの傾向は続いていく

ものと見込まれております。 

   本町農産物の販路拡大の取組については、これまで首都圏を中心とした販促活動や取

扱店舗との委託契約締結によるＰＲと販路拡大に取り組んできたところであり、国外へ

の販路拡大の取組では、会津みしらず柿販路拡大促進協議会による会津みしらず柿の海

外輸出を行っております。しかし、コロナ禍の影響や輸入規制、輸送コストの増加や品

質確保の課題などを背景に輸出量は伸びず、大変苦慮している現状にございます。 

   人口減少による国内需要の低下が見込まれる現況において、海外への販路拡大は生産

量維持や所得の向上、国内価格下落へのリスク軽減、国内における付加価値の向上など

につながる有意義な取組であると認識しておりますので、今後も県やＪＡ、ジェトロな

どと連携を強化しながら継続して販路拡大に取り組み、加工品を含めた品目の充実や取

引量の拡大につなげてまいります。 

 

◎教育課長（上谷圭一君） 

   議長、教育課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   上谷教育課長。 

◎教育課長（上谷圭一君） 

   私からは、ご質問の第４についてお答えいたします。 



 25 / 第 3日 

   初めに、１についてお答えいたします。 

   現代社会はグローバル化が急速に進み、子供たちは日本の伝統文化を理解するととも

に、異文化の言語や生活様式などにも関心を持ち、仲良く共生していくことが求められ

ています。その機運を醸成するため、留学制度は、日本と他国の違いや関わりを知ると

ともに、日本の伝統と文化を改めて見直したり、異文化を体験し、新たな知見を得たり

できる有効な手段と考えております。 

   今後、留学制度の課題とメリットを整理するとともに学校等と協議しながら、実施し

ている近隣市町村の情報収集に努め、子供たちの国際理解教育を高める取組の参考にし

てまいります。 

   次に、２についてお答えいたします。 

   現在、本町におきましては、会津坂下町顕彰表彰要綱に基づき、文化の向上並びに教

育の振興発展に貢献し、その功績が顕著な町民の方または町内に在籍する団体を対象に

毎年表彰しているところです。各団体や学校からのご推薦をいただき会津坂下町スポー

ツ協会等とも連携しながら審査をしており、昨年度は26件を表彰しております。そのう

ち２件は町外に所在する学校の中・高生であり、町内にお住まいのご家族からの連絡な

どにより申請をいただいております。しかしながら、議員おただしのとおり、本表彰要

綱は町民の方が表彰対象となっておりますので、転出され、町外でご活躍している本町

出身の学生は対象となっておりません。 

   今後は、本町出身者の町への愛着とともに、町民に感動と勇気を与えるなど、本町の

名を高めていただいた当町出身の学生が表彰の対象となるように、関係団体や部署と協

議の上、見直しを図ってまいります。また、町内外に本表彰要綱を広く周知するために、

町広報誌や町ホームページを活用し多くの方々にお申込みをいただけるよう広報活動に

努めてまいります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再質問があればお願いいたします。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   第３の農業行政について再質問をさせていただきます。 

   当町が目指す地域農業再生の中でスマート農業という言葉も出てきました。これは労

働力不足等々もあることから全国的に取り組んでいかなくてはならないことだと思いま

すが、当町におきましては、令和５年度会津坂下町地域農業再生協議会水田収益力強化

ビジョンということで、ある一定のビジョンが示されていると思います。 

   中を見てみますと、高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力

強化と掲げられており、その中で適地適作の推進、収益性・付加価値の向上、生産コス
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トの低減、新たな市場・需要の開拓ということが述べられております。 

   昨日ですか、同僚議員の中でもありましたが、町がこういうようなビジョンを示して

いるのになぜ高収益作物の導入を町が率先して行わないのか、ちょっと理解に苦しみま

すが、この見解をおただしいたします。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   水稲だけでなく、土地を利用し、その補助を利用しまして、高収益作物、すなわち園

芸作物と言われる野菜を中心とした作物でございます、果樹も含む作物でございますが、

そういったものを積極的に栽培することによりまして、リスクの分散であったり、さら

なる農業所得の向上を図るといったような狙いがある施策でございますが、町といたし

ましても、例えば新規就農者へお勧めする作物として、いわゆる高収益作物に位置づけ

られますキュウリであるとか、アスパラといったものをお勧めしながら、技術の指導等

も含めまして、経営のご指南も含めまして支援をしていくというようなことで、例えば

そういったことでやっております。 

   そのほか、水田から畑地化しましてサツマイモ栽培であるとか、そういったものを一

応町としては推奨してございますし、必要な支援もしているというような認識を持って

おりますので、高収益作物の栽培につきましては、町としては推進していると捉えてお

ります。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   米の消費量が年々減少傾向にあるということで様々な施策が取られておりますが、や

はりそこから新たな展開をしなければ、独立採算で農業を経営していくことは非常に難

しいと思います。農業が非常に大事なのは、景観が保てると観光につながったり、その

第１次産業が加工品等々につながるということで、第１次産業だけを見るとＧＤＰ的に

は１％程度ですか、そんなに高くはないんですが、トータルで見た場合の経済波及効果

は非常に大きいものがございますので、ぜひそこら辺をしっかりと考えて取り組んでい

ただきたいと思いますが。 

   当町におきましては、輸出もみしらず柿ということで、苦労しながらもいろいろ取り

組まれております。水田を守るという観点から言いますと、本当は米を輸出できるのが

いいんだろうとは思いますが、可能性としては、フランスのワインが世界中に広がって
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いるように、米の加工品である日本酒、寝かせれば寝かせるほど価値が出るような酒造

りも全国的に進んでいますので、そういうものを加工品としてストックして、価値が上

がるようなものをつくることによって、農業の水田等々の再生につながることができな

いか、私も勉強しているところではございますが、町としての見解はいかがでしょうか。 

 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   議長、産業課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   長谷川産業課長。 

◎産業課長（長谷川裕一君） 

   やはり米どころ会津、その中でも誇れる米を栽培している坂下ということですので、

そしてまた日本酒の評価も非常に高い、我が町の宝、誇りでございます。 

   日本酒につきまして、今、町独自というわけではございませんけれども、非常に県の

ほうも輸出に関しては力を入れているというようなことも聞いております。米そのもの

の輸出につきましても、規制の緩和を捉えて県としても力を入れているということは承

知しておるところでございます。 

   その一方で、果実、果物が誇れる福島県ということもございますので、2022年辺りで

すと桃や梨なんかが東南アジアを中心に増えたということ、一方、米については、産地

間競争ということもありまして減少したなんていう情報も入っているところであります。 

   日本酒につきまして、私のほうで町内のとある蔵元さんとお話ししたり、小売店の方

とその辺のことについて情報交換したことを少し述べさせていただきたいんですが。蔵

元さんにつきましては、もう既に独自にルートを持ってアメリカを中心に取組を行って

いるなんていう情報を得まして、私も初耳で驚いたところではあるんですが、もう独自

に直接、顧客に販売するんじゃなくて代理店に商材を下ろすというディストリビュータ

ーというんでしょうか、そういった方を雇い上げて現地で動いてもらっているんだなん

ていうお話を聞きました。また、ほかの国に対してもやはりジェトロ福島さんなんかと

つながりを持って拡大していきたいなんていうことで、非常にやはり考えていらっしゃ

るんだなということで驚いたことがあります。 

   あと、小売店の方については、やっぱり話としてはメーカーさんなんかが行うべきも

のじゃないかなんていう反応もあったところです。特に独自なことはちょっと考えてい

ないですというようなことで。いずれにしても、町で何か支援できる、応援できること

はございませんかなんて話には、頼りないと思われたのか、特にありませんと言われて

しまったところがございます。 

   町としましても、このような実際の生産者だったり販売する方々、それがひいては一

次産業である農業者の方々への所得につながっていくものというふうに捉えれば、今す

ぐ何を町がすべきかというところは実は定まっておりませんが、その辺の当事者の方々

のご意見を広くお聞きしながら、町ができることは何かということを研究、模索してま

いりたいというふうに現在は考えております。 
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◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   国でも今、輸出に関する制度がたくさんありまして、円安もあり外貨を稼ぐというと

ころでインバウンドも含めて動いているとは思いますが、国と直接やる企業さん、団体

もあると思いますが、ぜひそのような動向も町で押さえながら、私の耳には海外輸出に

取り組みたいというような企業さんも実際いることが明白になっていますので、町のほ

うも情報共有しながら、もし応援できることがあれば、ぜひ農業再生につながるという

大事なことでありますので、今すぐでなくても長期的に考えたら非常に有効な手段であ

ると思いますのでご検討いただきたいと思います。 

   続きまして、第１、次年度予算編成についてでございますが、次年度アクションプラ

ンを見ますと、令和６年度県有地取得２億2,500万円が計上されております。しかしな

がら、政策財務課長答弁ですと、会津坂下町公共施設等総合管理計画では、保有資産が

多くて圧縮するというようなことが述べられましたが、それにもかかわらずその金額で

購入するということに関して具体的にどのような活用計画があるのかおただしいたしま

す。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   県有地に関しましては、今週も県と協議を、スケジュール的なものを確認するために

県庁のほうに行く予定でおります。使用については、基本的に公共的利用ということで

使っていただけるのであれば、要するに競争入札ではなくて随意契約、町と契約できま

すよということになります。 

   町としては、当然、公共施設管理計画の中で、土地・建物も含めて増加させないとい

うような方向は出ておりますが、最終的に県有地に関しましてはやはり過疎対策、人口

減少対策も含めたり、町の活性化のために民間の力を活用して、町が最終的には所有し

ないというような方向で考えておりますので、一時的に町が持つ面積、土地については

増加ということにはなりますが、最終的には、その分については民間活力をした一般の

方に供用できるような方向で進めたいと考えております。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 
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◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   過去に同僚議員も質問した中身になりますが、その県有地取得に対して２億2,500万

円というのは、なかなか当町にとっては厳しい数字なのかなと思うんですが、減免なり

無償譲渡なり、何か取れる手段というのはないんでしょうか。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   金額につきましては、まだ明確になっていないのでまだ分からない部分があります。

ただ、公的利用、公共的利用で、実際に県が鑑定評価をします金額に対して幾らかの減

額があるということであります。それが、具体的に鑑定評価をまだ入れていませんので、

金額については明確になってございません。やはり県も県の資産ですので、無償で譲る

ということは、審議会の中でも理解は得られないというような回答も得ておりますので、

なかなか厳しいのではないかというふうに我々としては、交渉の余地が全然ないわけで

はないと思いますが、厳しいのではないかという見方をしております。 

   その財源につきましては、いろいろ財政のほうでも調べた結果、公共施設の先行取得

に関する起債が100％使えるというようなことが最近分かりましたので、そういったも

のを活用しながら後年度に負担を残さない、当然、当該年度にもあまり負担にならない

ような形での財政運営をしていきたいというふうに考えております。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   財政の健全化ということで、かなり財政の健全化は進んでいると認識しておりますが、

先ほど述べられたように、財政調整基金残高比率は10％は維持していますが、まだまだ

積み立てる必要があるというような認識でいらっしゃいますが、具体的には何％ぐらい

あれば災害時等々の場合でも対応できるとお考えでしょうか。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 
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◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   財政調整基金については、基本的に何％を積み立てるというような基準というのは示

されておりませんが、町として今、これは令和４年度末で言いますと、標準財政規模に

対して14.6％の積立てがございます。それでも県内の町村では、標準財政規模に対する

比率というのは一番低いということでありますので、これは福井県なんかでも二、三年

前にもう大変なことになったんですが、やはり除雪の関係が突発的にかかってくる、短

期的に経費がかかってくるということがございますので、我々としては、財調について

は、これからまた財政アクションプランの中で、今、重点期間でさらに見直しをするこ

と、改定することになりますが、18％ぐらいは目指したいというふうに考えております。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   よく全国の勉強会なんかに行きますと、地方財政の勉強会、やっぱり災害等を自治体

が立て替えるのは２割程度、標準財政規模に対して20％程度あれば、その後一時立替え

をしても、その後国から交付金で来たりするというような話をお聞きしますので、ぜひ、

その目標額18という設定をいただきましたが、坂下町の災害等々、大雪等もそうですが、

想定して、しっかりと立替払いができるような基金の調整、基金の残高の確保というの

に努めていただきたいと思います。 

   第六次振興計画後期計画におきましても、予算はそれなりにかかる事業があると思い

ます。先ほど述べましたように、県有地の取得だったり庁舎建設だったり様々な今後の

コストが考えられますが、その中で、近い将来、新庁舎建設が一番コストがかかるとは

思うんですが、その予算についての金額と財源確保についてどのように考えているのか

おただしいたします。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   庁舎については、今、財政シミュレーションを作成している段階ですが、全体、建物

と周りの用地取得なんかも含めまして、おおむね40億円程度ということで、少し前の見

通しよりは資材の高騰とかも含めて大きくなっているというような状況でございます。

その中で活用できる財源については活用したいということは考えておりますが、やはり

国庫補助等に関しては、庁舎に関してはありませんので、例えば交付税措置のある緊防

債ですとか、あとは、例えばエコの庁舎ということでの補助なんかもございますので、
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そういったところも見極めながら、全体的な経費の圧縮には努めていきたいというふう

に考えておりますが、基本的には、財源につきましては充当率75％の一般の起債と庁舎

の整備基金、あとは一般財源ということになってまいります。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   新庁舎に関してですが、最近、環境省の地球環境国際間協力ということで、二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金ということで、北海道にある自治体などは補助率50％か

ら66.6％の中で新庁舎建設をしている事例がありますので、そのようなエコに対してで

すとか地球環境に配慮したとか、または防災関係も一部新庁舎に対して補助が国のほう

で出ることになっていると思いますので、一般財源を単に支出するということのみなら

ず、国の制度をしっかりと研究し活用していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   当然、財政的には非常に大きな負担になりますので、そういった情報については常に

情報収集を怠ることなく庁舎の経費圧縮に努めていくということは当然だというふうに

考えております。 

 

◎７番（佐藤宗太君） 

   議長、７番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ７番、佐藤宗太君。 

◎７番（佐藤宗太君） 

   ぜひそのような国・県の補助等を使える部分がありましたら積極的に活用し、一般財

源は町民のためにより多くの事業ができるように有効な使い方をしていただきたいとい

うことを切に願いまして、再質問を終わらせていただきます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   これをもって、佐藤宗太君の一般質問を終結いたします。 

   次に、通告により、６番、渡部正司君、登壇願います。 
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◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君）（登壇） 

   皆さん、こんにちは。６番、渡部正司でございます。 

   本年も僅かになりました。例年、１年を表す漢字が選ばれます。12月12日、本日選ば

れる予定のようです。皆様にとってはどのような漢字を選びますでしょうか。また、当

局執行部の町担当課の漢字としてはどのような漢字を選ばれますでしょうか。さらには、

町長にあっては一体どういう文字を選ばれますでしょうか。ひょっとしたら忍耐の耐、

耐えるという文字かもしれません。来年はたつ年です。流れの急な、竜門と言うそうで

すが、その竜門という川を上り切ったコイ、これは竜になるという伝説になぞらえて竜

門に上ったと形容され、これを登竜門というふうに由来があるようであります。皆さん

それぞれの登竜門であることを願っています。 

   今回の質問は、ＳＤＧｓというところの、特に今回については住み続けられるまちづ

くり及びパートナーシップで目標を達成しようと、これが当てはまると思っています。

あらゆる視点から全ての人を対象とし、取り残さないことを目標とするＳＤＧｓの視点

の理念を、これも念頭に置きながら通告に従い質問をいたします。 

   まず第１でありますが、行政区要望と新庁舎建設についてであります。 

   行政区、以下、区と申し上げます。これは、その地区住民の生活の場所として近隣互

助尊重の中のコミュニティーであり、日常生活そのものであります。また、区は、一方

通行の行政の補助組織でもなく、住民との対話の場所として欠くことのできない重要な

意味を持っています。また、区からの要望というものには、地域社会の福祉向上を図る

ため共同して日々の生活上の要望を要請するものであり、また、町としては町民の意向

を酌み上げるものとして極めて重要な位置にあると考えています。 

   本町におけるこれら区要望事項は多岐にわたるも、主に都市土木に関するものが多く

を占めています。その重要性・緊急性・経済性などを考慮しながらの対応が進められて

きていると承知をしています。 

   しかしながら、その実現率を高めるということは、限られた財源の中にあって容易で

はありません。一方、住民の暮らし、安全・安心、財産を守る要である庁舎については、

老朽化が進み、来庁者や職員の安全のためにも、新庁舎建設が新たに必要であることは

町として町民の皆様に説明していることは承知のことであります。 

   区要望と新庁舎建設、いずれも財政的なことが大きな課題であることも承知のことで

ありますが、一方側だけの犠牲感であるとか負担感を生じないよう町民理解の下で進め

なければなりません。日々の生活からの要望の実現、これは住みやすい町、魅力ある町

として町の誇りにつながり、町振興計画に言う「住み続けたい町」、また暮らしづくり

にもなります。 

   そこで、区要望と新庁舎建設の両者実現に向けての町の取組についておただしをいた
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します。 

   １、区要望の現状とその分析、対応への取組及び通知・公表についてどのようなこと

をしているのか、伺います。 

   二つ目でありますが、区要望実現の課題及び今後予想される要望事項の推移及びその

取組方針をどう考えていますでしょうか。 

   ３として、区要望に対するこれまでの回答には、例えば「多くの行政区から要望があ

り優先順位をつけて」という文言が多く見受けられておりました。当該要望区が優先順

位等を決定する住民参画の導入を考えることはできないか、おただしいたします。 

   四つ目でありますが、区要望実現の財源確保、この工夫はどのようにされているのか

伺います。 

   さて五つ目でありますが、新庁舎建設についてですが、この費用の見込み、先ほど来、

議員からの質問があったとおりでありますが、その確保のための工夫について伺います。 

   ６点目として、新庁舎建設に向けた検討の現在の進捗と今後についてお聞かせくださ

い。 

   七つ目でありますが、今回の質問の核心でもあります新庁舎建設を区の要望よりも優

先させるという考え方は、住民との間に溝を生じさせかねません。区要望と新庁舎建設

の両者の優先度の考え方について伺うものです。 

   最後でありますが、日々の生活からの要望の実現、これは我が町の魅力度や愛着にも

つながってきます。先般、本県の居住満足度調査結果が報道されました。この中で、本

町は街の幸福度で、県内５位でありました。大変喜ばしいという思いを感じました。そ

のほかの項目としていろいろあるんですが、住み続けたい街の記事には載っておりませ

んでした。これらほかの項目とも、どのように町を評価しているのか伺いたいと思いま

す。 

   以上、壇上よりの質問といたします。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   昼食のため休議といたします。                （午後０時01分） 

   再開を午後１時といたします。 

 

（休議） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再開いたします。                      （午後１時00分） 

   なお、11番、五十嵐一夫君より、所用のため早退の届出がありますので、ご報告いた

します。 

   それでは答弁願います。 

◎町長（古川庄平君） 

   議長、町長。 
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◎議長（水野孝一君） 

   古川町長。 

◎町長（古川庄平君）（登壇） 

   ６番、渡部正司議員のおただしのうち、私からは、ご質問の第１の８についてお答え

いたします。 

   第六次会津坂下町振興計画では、目指すべき町の将来像を「やっぱり“ばんげ”がい

い！住み続けたい、やりたいことがあふれるまち」としており、この言葉には、私たち

が求めるふるさと“ばんげ”にしかなく、時代や世代が変わっても、住民同士がつなが

り、自然と笑顔があふれ、夢や希望がかなえられる町でありたいという思いと願いが込

められています。 

   町民が町に愛着を持ち、将来にわたり住み続けたいと感じられるよう、生活環境の整

備だけでなく、「ひとづくり」「しごとづくり」「くらしづくり」「しくみづくり」に

総合的に取り組むことによって、魅力あるまちづくりを目指しております。 

   今回の民間調査の報道において、本町の街の幸福度は県内５位となっておりますが、

回答数も少なく、結果が公表されていない項目もあることから、町民全体が感じている

街の幸福度と捉えるには、まだ十分でないと認識しております。 

   今後、第六次会津坂下町振興計画後期基本計画の策定を進めてまいりますが、策定の

過程では、住民満足度調査を実施し、また、施策ごとの検討では、専門部会において多

くの町民の方のご意見をいただいてまいります。これらの意見を後期基本計画に反映さ

せ、各施策を実施していくことで、魅力あるまちづくりを目指してまいります。 

   その他のご質問につきましては、担当課長よりご答弁させますので、よろしくお願い

いたします。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   私からは、ご質問の第１の１から４についてお答えいたします。 

   初めに、第１の１についてお答えします。 

   行政区からいただく各種要望は、町民皆様の暮らしに直結したものであり、住んでよ

かったと思う町を実現するためには、改善すべき最重点事項であると認識しています。 

   令和５年度につきましては、９月30日現在、町内の81行政区のうち61行政区より、

284件の要望をいただいております。内訳としましては、道路施設に関する要望が118件、

河川・水路に関する要望が61件、交通安全施設に関する要望が21件、消防施設に関する

要望が17件と、ハード事業に関わる要望が全体の76％を占めており、住環境の改善を求

める要望が多く寄せられています。 

   町としましては、町民の皆様が安心して暮らしていただけるよう、町が主体的に要望
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については、早急に予算化及び事業化を進め、今年度内に全体要望のうち65件、約32％

が完了する見込みであります。未着手の要望につきましては、次年度以降順次、事業化

を進め、早期実現を目指してまいります。 

   なお、各行政区の要望と回答につきましては、資料を作成し、各行政区長へお配りし

たところですが、公表等を行っておりませんでしたので、多くの町民に知っていただく

ため、今年度より町ホームページへの掲載を実施いたします。 

   次に、２についてお答えいたします。 

   道路や水路といったインフラ施設につきましては、建設年次から長期間経過し、老朽

化が進んでいるものが多く、住環境に関する要望事項が、今後も増加していくものと予

想しております。 

   要望事項に対する事業量は、単年度の財政状況により増減いたしますが、改善すべき

最優先事項でありますので、重要性、緊急性及び経済性を考慮しながらも、早急に事業

化を進め改善してまいります。 

   次に、第３についてお答えします。 

   各行政区からいただく要望事項につきましては、これまで役場担当部署において現地

調査を行い、重要性や緊急性を考慮し、優先順位をつけ、着手する箇所を決定しており

ましたが、町行政の主体は町民であり、優先順位の決定についても参画することが望ま

しいと考えております。 

   町といたしましては、行政区内においても改善箇所の優先順位についてご協議いただ

き、行政区要望として取りまとめていただくよう、各区長・自治会長へお願いするとと

もに、その事業箇所の選定については、区長自治会長会での協議と合意により決定する

よう、調整を図ってまいります。 

   次に、第４についてお答えします。 

   行政区要望を事業化し早期実現するためには、財源の確保が重要であると認識してお

ります。要望のうち国県補助金や地方債が充当可能なものについては、積極的に活用を

図り、要望箇所の事業化を進めてまいります。 

   また、町の財源には限りがありますが、行政区要望を実現していくことが地方自治の

本旨であるため、予算編成の際には、早期実現に向けた協議を継続してまいります。 

 

◎庁舎整備課長（遠藤幸喜君） 

   議長、庁舎整備課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   遠藤庁舎整備課長。 

◎庁舎整備課長（遠藤幸喜君） 

   私からは、ご質問の第１の５から７についてお答えいたします。 

   初めに、５についてお答えいたします。 

   新庁舎建設の概算事業費につきましては、今、現在のところ約40億円の総事業費を見

込んでおり、そのうち建物の建設費は約30億円を見込んでおります。令和２年度まで実
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施されていた、市町村役場機能緊急保全事業のような庁舎の耐震化を対象とした補助制

度は、今現在ないため、緊急防災・減災事業債の活用やＺＥＢ化支援事業、これについ

てはネットゼロエネルギービルといいますが、環境省の省エネ関連の支援事業でありま

す。そういう関連事業など部分的な補助制度について費用対効果を検証しながら、導入

の可能性について研究してまいります。また、総事業費だけではなく、将来運用してい

くに当たってのランニングコスト等を含め、トータルとして削減が見込めるよう調査研

究してまいります。 

   次に、６についてお答えいたします。 

   新庁舎建設に向けた検討として、現在は、基本構想・基本計画の策定に向け、町民が

新庁舎にどのような機能を求めているかの意見集約を始めており、９月には、子育て世

代へのアンケート調査、11月には、社会福祉団体との懇談等を実施しております。 

   今後も幅広い世代・団体等の意見を伺うため、各地区老人クラブへ伺うなど、各種団

体との懇談やアンケートなどを行い、意見集約を実施してまいります。あわせて、７月

より、庁内の若手職員による新庁舎に備えるべき機能を題材とした研究部会を開始して

おり、町民の利便性向上となることはもとより、職員の生産性を向上させ、よりよい住

民サービスを提供できるような機能・環境について、引き続き研究し、基本構想・基本

計画を練り上げてまいります。 

   次に、７についてお答えいたします。 

   議員おただしのとおり、新庁舎建設事業は、多額の予算を必要とし、また長期的な債

務を背負うことにもなる大事業であり、区要望のみならず、他事業への影響についても

考慮する必要があるものと考えております。その上で、新庁舎建設事業に係る経費を見

込んでの財政シミュレーションについても毎年見直しており、どの程度他事業ないし、

町の財政計画に影響を及ぼすかの調査をしております。その結果、新庁舎建設事業を組

み込んだシミュレーションの中でも実現可能であると判断しております。 

   新庁舎建設を行わなければ、区要望についてももっとできるのではないかという考え

方もあるかもしれません。しかし、住み続けたい町の実現のための区要望の実施、その

要となる庁舎の安全を確保するための新庁舎建設、これらはどちらも安心・安全な暮ら

しを実現するためには重要な事項であり、どちらか一方に偏るようなことは考えており

ません。どちらも優先すべきことであり、その両者の実現に向けて今後とも事業を進め

てまいります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再質問があればお願いいたします。 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 



 37 / 第 3日 

   ちょっと順不同になりますが、まずは８のところから、最初にちょっと伺いたいと思

います。 

   ここで、新聞で掲載されたものとしては、大東建託のいい部屋ネット街の住みここち

ランキング＆住みたい街ランキング2023福島県版から引用したものです。なお、いろん

なカテゴリーがこの中では示されていまして、興味深いデータも示されて、なかなか見

応えのとしてもあるかなと思いますので、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思

います。 

   我が町では、いろんな項目のある中で、防災というカテゴリーも実はありましてね。

そこで本町は第３位でありました。これもびっくりするんですが、全体としてみれば、

このアンケートそのもの、アンケートというか、この発表そのものは、今住んでいる町

の評価について、大変満足しているとか、満足している、どちらでもない、不満である

とか、大変不満であるという、そういう無作為に抽出した方に対してアンケートを行っ

た結果ということでありました。なお、民間のホームページなどからもっと細かいとこ

ろも情報がありますので、確認をするとよろしいかなと思います。 

   今、上げました、新聞でも取り上げられました、街の幸福度ということなんですが、

実は、平成28年12月の定例会において、私は一般質問で申し上げたんですが、町民は幸

せを感じていると思うかというお尋ねをしました。 

   答弁としては、町の町民に対してアンケートを行っているんだと。今回の答弁の中で

もアンケートを行うんだと、振興計画によってアンケートを行うということがあって、

町への愛着と居住意向に満足しているという回答が７割を超えたということを、平成28

年当時ですが、答弁してもらったんですよね。 

   その後、全庁的なそういう満足度調査というアンケートなんか、振興計画では実施し

ていくという記述もあったんですが、それについての今現在のそのアンケート結果から、

この満足度については、いかがな結果が出ているかちょっと分かったら教えてください。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   28年当時の満足度調査がどのようなものであったかというところが、私、今把握して

おりませんので分かりかねるんですが、第六次振興計画をつくる際に、町民アンケート

を実施しております。 

   その中では、満足度調査というよりは、やはりこういうまちづくりにしてほしいとい

うような意向調査に近いものであったということでありますので、その時点で、町に対

しての満足度ですとか幸福度というものを測れる指標ではなかったというようにありま

すし、今現在でも、町民の方がどのような満足度と幸福度を得ているのかというところ

は、把握できていない状況でありますので、今後後期計画の中で満足度調査を実施して、
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それをやはり計画策定なり、定点での満足度調査などを実施しながら、町民のそういう

充足度というものがどういうふうに変化していくのかというところを、今回の後期基本

計画の策定をまず起点にして実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

   なお、民間調査の回答につきましては、非常に高い評価を得ているというところで、

標本数も少ないということではありましたが、やはりそういう高い評価を得ているとい

うことにつきましては、うれしく感じております。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   平成28年度というのは、答弁書として、今振り返っても、第五次振興計画のときにや

っぱり問合せをしたんだと、アンケート、意向、やっぱり意識調査ですね。これを実施

したんだという答弁でありました。 

   中でも私がちょっと関心を持っているのは、町としては、個人個人の各町民の自己実

現の機会を創出していくんだという、すごいいい答弁をいただいたんです。町民の生き

がいづくりとか、それから人材育成につなげているんだということだったんですが、現

在、町のイメージとして意識の中で、町民の自己実現の機会という、この創出というの

は、どのようにやっているんだという何かそういう実感があったら例でも構わないんで

すが、教えてもらえればと思います。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   当然、五次振のキャッチフレーズの中でも、やりたいことが実現できる町というよう

なものもキャッチフレーズとして挙げられていたような記憶がございます。具体的な例

を挙げますと、なかなか難しいところもあるんですが、例えば、坂下町で新規就農をし

たいという方もいらっしゃいます。それはやはり就農して、生業として農業をやってい

きたいという方の自己実現に向けた支援などもしているというようなことも一つの例と

してはあるのではないかというふうに考えております。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 



 39 / 第 3日 

◎６番（渡部正司君） 

   先ほどうれしい、その報告待ちだというお話があったんですが、こういった町民が幸

せだと感じるそういう結果というのは、皆さんの職務にどのような影響を与えていると

いうふうにお考えでしょうか。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   非常にうれしい反面、これ具体的な回答を見ますと、要するに評点ですね。先ほど言

われました４段階の中を点数化したときに、坂下町の点数としては62.7なんですね。 

   要するに、３分の２まで、まだ幸福度を感じている方はいらっしゃらないということ

ですので、まだまだやはり満足・幸福度、また満足度を高めていくためにはいろんなこ

とが必要だろうというふうに考えております。 

   また、こちらの調査結果の中で自治体だけに公表される個別なアンケートを取った際

の意見なども記載されております。満足されている方については、やはり、日常生活に

不便がないですとか、災害の心配がない、あとは子育て支援が充実しているというよう

なところも挙げられる一方で、やっぱり商業施設やレジャースポットがないなどという

ようなところもあります。 

   幸せだと思う理由ということで、自由記載のものが示されたものの代表的なものとし

ては、やっぱり家族と一緒に過ごすことができて、特に問題がないということで、何も

ない日常を過ごすことができるということが、幸せを感じる理由として挙げられている

ような結果も出されておりますので、こういった個別個別の意見などもやはり大切にし

ながら、今後まちづくりを進めていきたいというふうに考えます。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   さっき町民一人一人の方が本当にここに住んでよかったというふうな実感を味わえる

ようなそういう施策、または職員の働きからもたらしてもらいたいなと思います。 

   令和５年、本年の６月に生活課のところだったんですが、介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査というのがありまして、私も回答したんですが、今、あなたは幸せと感じてい

ますかという項目があったんです。私も幸せだと感じて、返答しました。 

   これについて、今生活課、最もその介護とか、そういった関連のニーズの調査であり

ますから、同じ幸せでも意味がちょっと変わってくるかもしれませんが、そのときのア
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ンケートをまとめた所感とかがあったら教えていただけませんか。 

 

◎生活課長（新井田英君） 

   議長、生活課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   新井田生活課長。 

◎生活課長（新井田英君） 

   このニーズ調査は、今現在、第９期の介護計画を作成しておりまして、大体無作為で

65歳以上の高齢者の方、大体2,300人を無作為に抽出して、大体1,300人ほどの方が回答

していただいております。 

   その中で、議員おっしゃったとおり主観的なんですけども、主観的幸福感の高い高齢

者の割合というようなことで回答をいただいたのが45.9％というようなことでございま

す。これ第９期の部分のニーズ調査ですけど、前の８期ですと46.1％というようなこと

で、0.2％ほど減というような形でございます。 

   これがまた全国統一したアンケートでございますので、全国の平均を見てみますと、

45.5％ということで、坂下町については0.4ポイントほど高いといったような内容でご

ざいます。 

   以上でございます。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   ぜひ幸せを感じてもらえるような取組をお願いしたいと思います。 

   ８については以上でありますが、でも、この町民の幸せというのは、私の質問事項の

１から７までのことがやっぱり気にしていて、要望は町が聞いてくれるんだ、それが実

現してくれるんだということが大前提であることは言うまでもないことであります。 

   このことを踏まえながら先に進みますが、今回の質問の核心は、登壇で申し上げたん

ですけれども、区の要望を損ねることなく、大事にしてもらいたいということなんです

が、新庁舎についてのところです。 

   言い換えれば、新庁舎建設をするに当たって、身近な要望にどれだけ応えられるのか。

それが結果としては、持続可能なまちづくりを進めるということなんですね。それにつ

いて、どちらでも答弁では、７番についての答弁だったんですが、どちらか一方に偏る

ことは考えていないということだったんですね。 

   このどちらか一方に偏ること、それぞれの立場によって、また、いや、新庁舎にウエ

ートを置いているんじゃないかとか、その反対ではないかとかいう、そういう立場はや

っぱりあると思うんです。それをどのようにして説明するかというのがとても大事なと
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ころではないかなと思うんですが、このどちらか一方に偏ることは考えていないという、

これに対しては、具体的にはどのように説明なり、対応していくのか。当然そういうつ

もりではいると思うんですけれども、具体的にはどんなことを考えているのかちょっと

伺いたいと思います。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   渡部議員おただしの回答については、なかなか難しいことであると。そして、答えそ

のものがあるのかということもあるかというふうに思います。 

   新庁舎建設の事業の財源の割り振りについては、やらなければならない時期に、やっ

ぱり財源を投入し、事業を進捗させなければならないという部分もありますでしょうし、

それによって、町全体のいわゆる建設事業、その他の建設事業費を少し圧縮しなければ

ならないときもあるかというふうに考えております。 

   そこに至りましても、地区からの要望が財源がないからという理由で進める、進めな

いとか、受付をしないという姿勢がやっぱりおかしいんだろうなというふうに思ってお

ります。あくまでも、地区の要望につきましては、解決していく道筋とスケジュールを

明確にお示しできれば、地域の方々も安心していただけるのかなというふうに考えてお

ります。 

   しかし、その整備が進むまでの間に、それなりの支障であったり障害が生じる場合に

ついては、極力それを排除していくということは前提となってまいりますが、やっぱり

年次計画をもって、必ず直近、至急実現させていくということについては、丁寧にご説

明をしていくということが対応になっていくのかなというふうに考えています。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   その一つの方法として、私は町民の参画というのが大事だと思っています。 

   一般的にはパブリック・インボルブメントなんていうふうに言われているんですが、

どれだけ町民に参加してもらえるか、また、参加していただいた町民を介していろんな

ところに話を持っていったり、それができる、つまりそこを平均化もできるのではない

かなというふうに思っています。 

   今回の新庁舎建設に係るいろんなアンケートを実施しているという答弁がありました。

その中で、子育て世代アンケート、小中学校、幼稚園などを通じてなんでしょうね。そ
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のアンケートが集計結果として、先週ホームページで出ていたのを見ました。これに対

してもいろんな意見がありまして、なるほどなというものはたくさんあります。 

   その中においても、新庁舎にウエートを置くのか、区要望というの、それもあったん

だな。どちらにやっぱりやってほしいとか、いろんな立場で違うと思いますが、そうい

う声もありました。貧乏な町だから新庁舎は要らないという考えもやっぱりあるんです

ね、そういう方もね、当然だと思います。それから、利用者負担が増加されて、子育て

しにくくなったために、新庁舎に予算をかけないほうがいいということがあったし、そ

れから、もっと子育て・高齢者に優しい環境を整えてほしい。あるいは、新庁舎など求

めていないと思うというのもあるし、金がない町で有名なんだから、もっと違うことで

お金を使ってほしいというのもあったんでね、率直な意見だと思います。 

   結果としては、新庁舎建設の前に何かやることがあるだろうということの声だと思う

んですが、こういった方々にやっぱり説明をすることが必要で、これだけ両方大事で、

不公平感なくしてやっているんだという、そういうことを説明する必要があるんですが、

こんな答えが、これにはどのように答えるつもりがあるのかというのをまず伺いたいと

思います。 

 

◎庁舎整備課長（遠藤幸喜君） 

   議長、庁舎整備課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   遠藤庁舎整備課長。 

◎庁舎整備課長（遠藤幸喜君） 

   今ほど、議員おただしのありました新庁舎建設に係る子育て世代のアンケート調査に

つきましては、今後新庁舎を利用していく世代が長いだろうということで、様々な観点

から、新庁舎に求めるべき機能とか、あとは、あればいいなというような機能を含めて

様々な意見をお聞きしたいという趣旨の下、今回は行ったということであります。 

   その中で、今ほどの新庁舎以外に、新庁舎についてもすばらしい意見がいっぱい寄せ

られていまして、トイレ関係だったり、あと待合室関係だったり、本当に身近な町民が

利用する場所について、子育ての保護者の方が苦労している状況が本当に見えてきたの

かなというようなことも分かりました。そういう部分につきましては、もちろん今後、

新庁舎の基本構想・基本計画にできる限り反映させていきたいということで考えており

ます。 

   先ほどありました、その新庁舎以外の部分につきましても、町としては、先ほどもあ

りましたけども、財政状況、あとは様々な観点から、新庁舎の事業のみならず、実現へ

向けて進んでまいるということで考えております。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 
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   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   先ほども少し申し上げましたが、やはり町民参画といいますか、アンケートも大事な

参画のうちの一つだと思いますし、いろんな方の参画を希望して、成し遂げてもらいた

いと思うんです。 

   そして、１から１、２、３、４のところにちょっと戻っていこうと思うんですが、行

政区の要望なんですけれども、ホームページでも示されています。それから、自治会・

町会の委嘱交付式の中でも資料としてあるんですが、行政区に関することというような

ことが示されています。 

   区自治会というのは、あくまでも地域の皆さん自らが自分たちの住む地域をよりよく

するため組織された団体であって、決して町の下部組織ではないというようなことがし

っかりとホームページでもありますし、委嘱式のときにもそのことが明記されて説明さ

れたと思います。 

   さらに、ここには、町は区自治会の皆さんを、協同の重要なパートナーとして考えて

いるというしっかりと確かなことが書かれています。これについて、町は本当にこう思

っているんだろうなということをちょっと伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議員おただしのとおり、町というのは役場、いわゆる行政機能だけを指すのではない。

町民の方々がいらっしゃって、地域のコミュニティーである区や町内会があり、その集

合体として、事務を取る、事業を進捗していく役場というのが機能的に存在するという

ものが、全てを含めて町というんだろうというふうに考えてございます。 

   そういう意味であっては、町の事業を推進するに当たっては、事務局機能である行政

と、地域のパートナーシップの下に住民の声をお聞きし、それらについての事業を実施

し、また満足度、先ほどからありましたとおり、満足度などもお聞きしていきながら、

何が足りないのか、何をやっていくべきなのかということを繰り返しフィードバックし、

事業を続けていくという、そういう意味では、永遠に続くキャッチボールがそこにある

のかなというふうに考えております。 

   ある一方だけが負担を強いていくようなやり方であれば、それは協働のまちづくりと

は言わないというふうに考えてございます。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 
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   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   今おっしゃってもらった行政区からの要望ですから、その要望についてもホームペー

ジでも示されていますし、各区長さんにも説明はあると思います。要望書を提出するこ

とで、区自治会が困っているということの実態が分かるし、また道路とか河川などに支

障が生じている箇所も把握することができる。とても大事なものだということを謳って

います。これもそのとおり、間違いありませんか。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   それらの要望につきましては、区、また自治会での生活環境がいわゆる老朽化によっ

て損なわれたり、失われたりするということについては、間違いないことだというふう

に認識しております。 

   基本的に町がそれらを本来であれば全て把握をし、改善に向けての事業化を自ら進め

ていくというのが基本だというふうに考えておりますが、なかなか行き届かないところ

は、住民の方々の目線で、それらを指摘していただいて、改善に向けて着手していくと

いうようなスタイルになろうかというふうに考えております。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   私は、令和元年３回の定例会でも、行政区要望についておただしをしました。その際

に、どのような要望があるのかというのを担当原課のほうに行って赴いて、全部調べた

んです。やっぱり今回の、ここで答えてくれていたように280人、やっぱそのくらいの

数はあったんですよね。 

   １件１件全部メモ書きして、私なりにまとめて、それをもって一般質問に臨んだんで

すが、その際、申し上げたこととして、やっぱり行政区と一緒になって、そういうシス

テムをつくってもらいたいと、最後に私は締めくくったんです。なぜかというと、要望

書をもらっただけで、それが要望書を出した側は、いつもまた優先順位なりとか、優先

順位があるから後でやりますとか、そういう返答がずっと続いていたんですね。 

  ただ行政区としては、それをしないと、要望を出さないと実現はならないからって同じ

こと、同じことを毎年毎年繰り返し言っていた。ほかの行政区からの要望がどのぐらい

あるのかということさえも分からなかったと思います。 
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   それから見ると、今回の公表してくれたそのやり方はとてもよかったなと、私は思っ

ているんです。公表してくれて、各区長さんにも渡してもらったんですよね。だから、

こんなに自分たちの区が要望しているような、ほかからも同じような要望はやっぱりあ

るんだなと、大変だなという全体の把握もしてもらえるし、また、理解もとても早く、

分かってもらえる、そういう取組ではあったというふうに思っています。 

   どうして今回は、このようにリストにして各区長さんに、私、またこれからホームペ

ージも出すよというふうに言っているんですが、このように変わったのはなぜだったん

でしょうか。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   スタンスが変わったんじゃなくて、ちょっとやり方が変わったというふうに認識して

いただければというふうに思います。かつてから、行政区の要望に対しては、町として

真摯に受け止め、実現を図っていくために、限られた財源を活用して、着手してきたと

いうことについては、変わりないんだろうなというふうに考えております。 

   今回、この一覧表等を分かりやすくしたのは、やはりどうしても区の区長さん方は、

要望しても自分たちの要望は、いつ実現できるのかなという不安がまずあるだろうとい

うことと、ほかのところでどういう要望があって、どのぐらいの数があるのかというこ

とを分かっていただかないと、その辺がご理解いただけないかなということで、今回、

一覧表にするとともに、その要望の内容、またはその要望に対する、今現在の進捗、並

びに来年度以降の進捗ということで、進捗状況もお伝えすることも必要であるというふ

うに認識しました。 

  そもそもこれらの財源については、皆様からお預かりしている税を活用して、事業をさ

せていただいているわけなので、分かりやすく説明をさせていただいたという視点でご

ざいます。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   この取組は、非常に私は高く評価しています。 

   全体像が分かるばかりではなくて、自分たちが要望して、町そのものも理解には大き

な役割を果たしているんだろうと。これはずっとこれからも続けてもらいたいし、強い

て言えば、あとは同じような要望をしなくても済むようなそういうシステムまで発展し
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てもらいたいというふうに考えています。 

   ３についてなんですが、改めてちょっと確認はしたいんですけれども、今までは多く

の行政区から要望があって、優先順位をつけてなどなどというのは云々というのがあっ

たんですが、この要望あるいは優先順位というのを、その要望している区全体が集まっ

てもらって、みんなで、じゃあ、私は隣の区しようがねえなって、そっちのほうから優

先してくれよとか、うちの分はちょっと待ってもいいよとか、そういう住民参加で、こ

の優先順位というものをつけることはできないんだろうかと。答弁では、前向きな答弁

だったんで、これまたすごいすばらしいなというふうに思っています。 

   各全国のいろんな要望をネットで見てみますと、そこまで踏み込んでいるところはな

いんですよ。公表しているところはあります。公表していて、回答しているところもあ

るんですけど、それを、順位を要望している皆さんと一緒に考えて優先を決めている、

そういうところはないんですよ。ぜひ、坂下モデルというのをつくってもらいたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 

 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   議長、総務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤総務課長。 

◎総務課長（佐藤銀四郎君） 

   この優先順位につきましては、今まで担当します部署であり、役場が優先順位をつけ

ていたという部分でございますが、これは工事が、工事じゃない、修繕、修繕じゃない、

改修がしやすい、障害がない場所もやっぱり優先順位というふうにはなってきたのかな

というふうに考えております。 

   そこに例えばですけども、いろんな地権者の方々がいっぱい絡んで、なかなか解決で

きない。でも、こちらは一人の人が承諾していただければすぐできるということになれ

ば、優先順位はおのずとやっぱりそちらになってきたのかなという経緯もございます。 

   しかし、議員おただしのとおり、これらの優先順位につきましては、要望されている

地域は違っても、皆さん切実さは同じ場合もございますので、これらについては、最終

的にこの調整をします区長・自治会長会の役員会の中で、こういう状況を皆さんにお示

しをし、その中で、やっぱりまっさらから優先順位をつけていくのはなかなか難しいの

かなというふうに思いますので、町側がある程度優先順位的なものをお示しし、それら

について議論していただいて、最終的に分かったよという形で了解をいただくような形

から始めていければなというふうに考えております。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 
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◎６番（渡部正司君） 

   ぜひ実現していただきたいと思います。 

   今回の令和５年度の行政区の各要望の概算も今回の資料には含まれています。それも

ちょっと見たんですけれども、全部で、概算が示されていないところも大分あるんです

が、概算全部足しました。そしたら、24億ありました。24億かかるんですよね。 

   それでも全体の６割ぐらいなんですけど、あと４割ぐらいは概算も示されていない中

なんですが、１億以上のものも８件あって、新栄町の中村街道踏切を改良してくれ、そ

れから、新町の町道勝大線の拡幅とか、７億かかるんだったら１億以上かかる。そうい

うところを除くと、中央値が大体300万ぐらいだったんです。 

   それと、令和４年度決算歳入歳出差引残高が５億なんです。５億なんですけど、大体

1,000万未満のものを合わせると４億ぐらいだから全部達成できる。 

   だから、どれだけ残高として残す。それは残すのも大事かもしれませんが、アンケー

トにもあったように、それじゃなくて、最も町民の中で困っているものをやっぱりやる

べきじゃないか、どうしても声は出ると思うんですが、そういった残高と、区要望との

兼ね合いをどのようにして見ていくかというのを、ちょっとどのように考えているか伺

いたいと思います。 

 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   議長、政策財務課長。 

◎議長（水野孝一君） 

   佐藤政策財務課長。 

◎政策財務課長（佐藤秀一君） 

   近年、繰越金が非常に多いというような指摘もございました。これ、前回の議会でも

説明させていただきましたが、やはりコロナで少し読めない部分があったというところ

が正直ございます。 

   その財源をどう活用していくかということにつきましては、先ほど全体的な、やっぱ

り必要なときに必要なものをやるというようなことでありますが、財政の投入に当たっ

ては、全体的なバランスも見なくちゃいけない。かつ、めり張りも必要だというふうに

思いますので、その状況に応じて、全体的に抱えている事業とか課題という、財政を投

入しなくちゃいけない課題等もあると思いますので、そういっためり張りとバランスの

中で対応していくということにならざるを得ないというふうに思っています。 

 

◎６番（渡部正司君） 

   議長、６番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ６番、渡部正司君。 

◎６番（渡部正司君） 

   時間もなくなってきているんですが、前、坂高の町の通信簿を書いてもらったことが



 48 / 第 3日 

あったんですね。このすばらしいことがいっぱい書いてあって、まだまだ頑張ってくだ

さいなんていう評価も中にはあったんですけど、このように、町の通信簿として、皆さ

んの働きぶりが評価されるように、今後ともまた一生懸命頑張ってもらいたいというこ

とをお願いします。 

   最後ですけども、来年が町民の皆様にとって、あらゆる何かを、皆さんも当然ですけ

れども、まさに登竜門というふうになることを願って質問を終わります。 

 

 

◎議長（水野孝一君） 

   これをもって、渡部正司君の一般質問を終結いたします。 

   以上をもって、本定例会の一般質問を終わります。 

 

◎議案の訂正 

◎議長（水野孝一君） 

   日程第３、議案の訂正についてを議題といたします。 

   提出者から発議第３号について、一部訂正をしたいとの申出がありましたので、説明

を求めます。 

 

◎４番（赤城大地君） 

   議長、４番。 

◎議長（水野孝一君） 

   ４番、赤城大地君。 

◎４番（赤城大地君）（登壇） 

   議員提出議案発議第３号「会津坂下町こども子育て基本条例について」訂正させてい

ただきたい箇所がございますので、ご説明と訂正のお願いを申し上げます。 

   訂正いたしたい箇所は、第５条の見出し部分で、「保護者の責務」とありますものを

「保護者の努力」と訂正いたします。 

   訂正の理由としては、条例の解釈において疑義が生じる可能性があるとの指摘が議案

上程後にあり、提出者としても、その可能性を認めたためでございます。 

   本条例案の第４条から第８条までは、法令用語で言うところの責務規定となり、その

果たすべき役割が大きい順に記載されております。このうち２番目に記載されておりま

す、第５条の保護者は、第６条以降の地域住民、学校等、事業所などよりも１段階上の

役割を認識させる意図があったため、当初見出しを「保護者の責務」といたしました。

しかしながら、そもそもこの条文の趣旨や意図としては、保護者への努力義務を定める

もので、第６条以降のものと何ら変わりありません。 

   第５条では、条文末尾において、法令用語で最も弱い努力義務を意味する「努めるも

のとする」の文言を用いた一方で、見出しにおいては、努力義務よりもやや強いと理解

される責務の文言を用いておりました。 



 49 / 第 3日 

   この書き方が存在しないわけではありませんが、解釈上の疑義が生じる可能性がある

ことは否めず、第５条を作成するに当たり参考とした教育基本法においても、「努める

ものとする」以上の表現を用いていないことに鑑みても、より分かりやすくするため、

見出しの「責務」を「努力」に訂正すべきと判断いたしました。 

   なお、これによる条文の趣旨、及び条例全体の趣旨に変更はありません。 

   以上、説明といたします。 

 

◎議長（水野孝一君） 

   会津坂下町議会会議規則第20条の規定により、お諮りいたします。 

   ただいま議題となっております、発議第３号の訂正の件を許可することにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   ご異議なしと認めます。 

   発議第３号の訂正の件を許可することに決定いたしました。 

   訂正した資料をお手元に配付いたしますので、暫時休議いたします。 

                                 （午後１時45分） 

 

（休議） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   再開いたします。                      （午後１時46分） 

   発議第３号について、訂正した資料の配付漏れはありませんか。 

 

（「配付漏れなし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

   配付漏れはないようであります。 

   この議案は、文教厚生常任委員会に付託してあります。訂正後の資料により委員会で

の審査をお願いいたします。 

   以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

   明日、12月13日は、午前10時より両常任委員会を開きます。 

   14日は休会であります。 

   15日は、午前９時30分より全員協議会、午前10時より本会議を開きます。 

   15日の議事日程は、当日配付いたします。 

   本日は、これをもって散会いたします。 
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   ご苦労さまでした。                  （散会 午後１時47分） 

   なお２時より、広報広聴特別委員会を開催いたしますので、関係者は中会議室にご参

集ください。 

 

◎書記（加藤秀法君） 

   事務局より申し上げます。 

   明日13日に開催されます、両常任委員会の開催場所を申し上げます。 

   総務産業建設常任委員会は大会議室、文教厚生常任委員会は北庁舎会議室となります。 
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   地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

 

    令和５年12月12日 

 

      会津坂下町議会議長 

 

 

         同   議員 

 

 

         同   議員 

 

 

 


